
機関指定

保険医療機関

労災保険指定医療機関

生活保護法の規定による指定医療機関

難病法の規定による指定医療機関

児童福祉法の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関

感染症法の規定による結核指定医療機関

原子爆弾被爆者援護法の規定による被爆者一般医療機関



基本診療料の施設基準

情報通信機器を用いた診療に係る基準

機能強化加算

初診料（歯科）の注１に掲げる基準

歯科外来診療医療安全対策加算１

歯科外来診療感染対策加算１

外来感染対策向上加算

連携強化加算

サーベイランス強化加算

医療DX推進体制整備加算



特掲診療料の施設基準
歯科治療時医療管理料及び在宅患者歯科治療時医療
管理料

歯科口腔リハビリテーション料２

がん性疼痛緩和指導管理料 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー

別添１の「第9」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所
クラウン・ブリッジ維持管理料

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理
料

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

在宅がん医療総合診療料 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に規定する遠隔
モニタリング加算

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

その他の届出

酸素の購入価格



初診料(歯科)の注１に規定する基準に係る事項

当クリニックでは歯科医療における院内感染防止対策について以下の通り取り組んでおります。

 院内感染対策に関わる指針等の策定
 院内感染対策に関わる研修の定期的な受講ならびに従業者への定期的な研修の実施
 口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底す

る等の十分な感染対策を講じています。
装置等：高圧洗浄滅菌器（オートクレーブ）

歯科外来診療医療安全対策加算１に係る事項

当クリニックでは歯科医療に係る医療安全対策について以下の通り取り組んでおります。

 医療安全、医薬品業務手順等、医療安全対策に関わる指針等の策定
 医療安全対策に関わる研修の受講ならびに従業員への研修の実施
 安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等の設置

設置装置等：AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置
 緊急時に対応できるよう、院内医科との連携

クラウン・ブリッジ維持管理料に係る事項

当クリニックでは口腔内を清潔に保ち長く快適に使える様に、２年間の維持管理を行っています。
不都合があればお気軽にお申し出ください。

歯科疾患管理料に係る事項

継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者様(有床義歯に係る治療を行う方を除く)に対して患者様と協働に
より行う口腔管理に加えて、症状が改善した歯科疾患等の再発予防及び重症化予防に取り組んでます。
患者様の生活習慣等を把握して、治療を効果的に進めます。

義歯を６ヶ月再作成できない取り扱い

入れ歯（同一の物）を新しく作った後、６ヶ月間は新たに作り直すことはできません。他院で作った入れ歯についても
同様です。



施設基準（歯科関係）

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管
理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料

歯科外来診療医療安全対策加算１ 歯科口腔リハビリテーション料2

歯科外来診療感染対策加算１ クラウン・ブリッジ維持管理料

CAD/CAM冠

保険外併用療養費について（歯科関係）

金属床による総義歯の提供に係る費用（税込）

金属の種類 1床当たりの価格

白金加金
上顎 220,000円

下顎 220,000円

金合金
上顎 550,000円

下顎 550,000円

う蝕に罹患している患者への指導管理に係る費用

フッ化物局所応用（1口腔1回につき） 2,200円（税込）

小窩裂溝填塞（1歯につき） 2,200円（税込）

金属の種類 1床当たりの価格

コバルトクロム合金
上顎 187,000円

下顎 187,000円

チタン合金
上顎 220,000円

下顎 220,000円



文書料一覧（税込み）

一般診断書 ¥2,200

死亡診断書 ¥5,500

死体検案書 ¥11,000

医療費領収証明書 ¥1,100

生命・簡易保険用診断書（通院・入退院証明書） ¥3,300

生命・簡易保険用死亡証明・診断書 ¥5,500

身体障害者手帳交付診断書 ¥5,500

特殊疾患診断書 ¥5,500

後遺障害証明（診断）書 ¥5,500

障害年金診断書 ¥5,500

おむつ使用証明書 ¥1,650

自動車税（自動車取得税）減免申請用証明書 ¥1,650

入浴可否意見書 ¥2,200

寝たきり老人認定表 ¥2,200

※上記以外の文書については、総合受付までお問い合わせください。


